
令和２年７月２２日 

保 護 者 殿 

認定こども園二俣川幼稚園 

 

― 新型コロナウイルス感染症対策について 

お知らせとお願い ― 

 

園の新型コロナウイルス感染症対策に対し、保護者の皆さまにはご理解とご協力を

いただき大変感謝しております。 

連日の報道にもあるように、新型コロナウイルス感染症は拡大しており、予断を許さ

ない状況です。感染症は、注意をしていても誰もが感染する可能性があり、私たち誰も

が例外ではありません。本園でも感染予防策に努めると同時に、園児・職員・その家族

等が感染者や濃厚接触者となった場合を想定した準備も行っています。 

 

園児本人または同居のご家族が、感染者や濃厚接触者となった場合は、専門医や保健

所の指示に従ってください。登園は控え、園へは電話で連絡をください。園では保健所

など関係諸機関と連携し速やかに適切な対処をとります。行政からの要請により、臨時

休園等の対応を行う可能性もあります。 

園では個人情報の管理を徹底し、プライバシーの保護に十分配慮して対処します。保

護者の皆さまにおかれましても、いたずらに当該者が特定されるような情報や憶測を

広めたりせず、人権に配慮して、冷静な判断・行動をとっていただきますようお願いい

たします。 

 

また、園のホームページに『新型コロナウイルス感染症拡大に伴う出席停止について』

というガイドラインを掲載していますので、ご確認ください。 

引き続き、毎朝の検温など、こまやかな健康観察を行い、少しでも発熱や風邪症状の

ある場合は登園を控えていただきますようお願いいたします。 

 

来週３１日からは夏休みに入ります。園では職員が交代で連日出勤していますので、

何かありましたらご連絡ください。 

 

認定こども園二俣川幼稚園 電話 ０４５－３９１－１２３８ 

夜間など職員不在の時間帯は留守番電話に用件をのこしてください 

  



＜令和２年７月２１日現在＞ 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う出席停止について  

 

 

状 態 出席停止期間 

① 園児本人または同居家族が医療機関

にて新型コロナウイルスに感染して

いると診断された場合 

・専門医が登園を許可するまで 

② 園児本人または同居家族が感染者の

濃厚接触者となった場合 

・保健所に指示された期間（目安２週間） 

③ 園児本人に発熱や風邪症状などの 

体調不良がある場合 

・ 症状が快癒し（注１）、２日を経過するまで 

・ またはかかりつけ医が登園可能と判断するまで 

・ 症状が４日以上続く場合は、相談センター（注２）

や医療機関へ要相談（注３） 

④ 同居家族に発熱や風邪症状などの 

体調不良がある場合 

・強制ではありませんが、家族が快癒するまで登園を

控えてくださるようお願いいたします 

 

・①～④すべてのケースとも、出席停止扱いとなります。（欠席扱いにはなりません。） 

・７月中は自由登園です。ご家庭の判断で登園しない場合は、お休みしても欠席にはなりません。 

 

（注１）症状が快癒した状態というのは、解熱剤などを服用せずに発熱がみられない状態などです。 

（注２）横浜市 新型コロナウイルス感染症帰国者・接触者相談センター 

電話番号 ０４５—６６４－７７６１  

受付：午前９時～午後９時（土日、祝日含む） 

（注３）症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。 

解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。 

 

新型コロナウイルス感染症については、日々刻々と状況が変化しています。 

園では最新の情報を収集し、必要に応じて対処してまいります。 

 

 


